
高松市告示第３４９号                        写  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定に基づき、  
 
開発行為  
     に係る工事が完了したので、公告します。  
公共施設  
 

令和８年６月１０日  
 
                     高松市長  大  西  秀  人   

      

 

開発行為  

開 発 行 為      
許 可 番 号      

許可年月日      開 発 区 域 （ 工 区 ） に           
含 ま れ る 地 域 の 名 称           

開発許可を受けた者の 
住 所 及 び 氏 名 完了年月日      

R8-13 

 

 

R8.5.13 

 

 

高松市円座町 字上円座  
2062番 12、 2066番 1、同番 3、
2068番1、2069番1、同番3 
及び地先里道・水路、市道  
 

(実測地積)2,492.40 ㎡  

広島市西区庚午北二丁目 16番 4

号  

株式会社マリモハウス  

代表取締役  向井  芳典  
 

 

R8.6.5 

 

  

  

公共施設  

開 発 行 為      
許 可 番 号      

許可年月日      工事を完了した公共施設が存する開発区域

（工区）に含まれる地域の名称 

公 共 施 設 の 種 類          

開発許可を受けた者の 
住 所 及 び 氏 名 完了年月日      

R8-13 

 

 

R8.5.13 

 

 

高松市円座町 字上円座  
2062番 12、 2066番 1、同番 3、
2068番1、2069番1、同番3 
及び地先里道・水路、市道  
 

道路、水路用地  

広島市西区庚午北二丁目 16番 4

号  

株式会社マリモハウス  

代表取締役  向井  芳典  
 

 

R8.6.5 

 

  

 


